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（報告第１５号）

専決処分事項の報告について

（損害賠償の額を定めることについて）

（地域包括ケア推進課）

１ 専決処分した理由

令和６年６月１２日地域包括支援センターはつかいち西部の職員が、

市民センター事業に参加するため、公用車を運転して地御前市民センタ

ーの駐車場に駐車しようとした際、同駐車場に駐車してあった小型乗用

自動車と接触し、同車に損傷を与えた。

この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償

額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分

したものである。

２ 専決処分の内容

損害賠償額 １６４，９７３円

　

　

３ 専決処分年月日

令和６年７月９日

４ 根拠法令

(1) 地方自治法

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、

その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長におい

て、これを専決処分にすることができる。

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長

は、これを議会に報告しなければならない。

(2) 市長の専決処分事項

第４号 １件５０万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を

決定すること。
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５ 参照法令

国家賠償法

第１条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行

うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、

国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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（報告第１６号）

専決処分事項の報告について

（損害賠償の額を定めることについて）

（維 持 管 理 課）

１ 専決処分した理由

令和６年４月９日　　　　が所有する軽乗用自動車を同人の夫が運転

して、廿日市市宮内地内の市道宮内更地線を進行中、路面の穴に同車が

落ち、同車の右後輪等が損傷した。

この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償

額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分

したものである。

２ 専決処分の内容

損害賠償額 ２６２，１４７円

　

　

３ 専決処分年月日

令和６年８月２７日

４ 根拠法令

報告第１５号説明書に同じ。

５ 参照法令

国家賠償法

第２条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつた

ために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償す

る責に任ずる。
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（報告第１７号）

専決処分事項の報告について

（損害賠償の額を定めることについて）

（維 持 管 理 課）

１ 専決処分した理由

令和６年７月２日　　　　が、軽乗用自動車を運転して、廿日市市大

野地内の市道宮内更地線を進行中、路面の穴に同車が落ち、同車の右前

輪及び右後輪が損傷した。

この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償

額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分

したものである。

２ 専決処分の内容

損害賠償額 ５４，２８８円

　

　

３ 専決処分年月日

令和６年８月２７日

４ 根拠法令

報告第１５号説明書に同じ。

５ 参照法令

報告第１６号説明書に同じ。
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（報告第１８号）

専決処分事項の報告について

（損害賠償の額を定めることについて）

（維 持 管 理 課）

１ 専決処分した理由

令和６年７月２日使用者が　　　　である普通乗用自動車を同人の夫

が運転して、廿日市市大野地内の市道宮内更地線を進行中、路面の穴に

同車が落ち、同車の右前輪及び右後輪が損傷した。

この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償

額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分

したものである。

２ 専決処分の内容

損害賠償額 ４１２，５３５円

　

　

３ 専決処分年月日

令和６年８月２７日

４ 根拠法令

報告第１５号説明書に同じ。

５ 参照法令

報告第１６号説明書に同じ。
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（報告第１９号）

専決処分事項の報告について

（損害賠償の額を定めることについて）

（維 持 管 理 課）

１ 専決処分した理由

令和６年７月２日　　　　が所有する軽乗用自動車を同人の子が運転

して、廿日市市大野地内の市道宮内更地線を進行中、路面の穴に同車が

落ち、同車の右前輪が損傷した。

この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償

額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分

したものである。

２ 専決処分の内容

損害賠償額 ２６，１０３円

　

　

３ 専決処分年月日

令和６年８月２７日

４ 根拠法令

報告第１５号説明書に同じ。

５ 参照法令

報告第１６号説明書に同じ。
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（報告第２０号）

専決処分事項の報告について

（損害賠償の額を定めることについて）

（地域包括ケア推進課）

１ 専決処分した理由

令和６年８月１６日地域包括支援センターさいきの職員が、総合相談

支援業務のため、公用車を運転して訪問先である個人宅の駐車場に駐車

しようとした際、同宅の壁面の雨どいに接触し、同雨どいに損傷を与え

た。

この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償

額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分

したものである。

２ 専決処分の内容

損害賠償額 ２６，９５０円

　

　

３ 専決処分年月日

令和６年８月２８日

４ 根拠法令

報告第１５号説明書に同じ。

５ 参照法令

報告第１５号説明書に同じ。
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（議案第６７号）

廿日市市工場立地法地域準則条例

（産 業 振 興 課）

１ 制定の理由

工場立地法第４条の２第１項の規定に基づく準則を定める条例（平成

１７年広島県条例第５号）の廃止に伴い、産業用地を有効に活用し、産

業振興の推進を図ることを目的として、緑地面積率等を緩和するために、

工場立地法の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定め

ようとするものである。

２ 条例の内容

(1) 適用区域

工場立地法の規定により他の準則によることとすることが適切であ

ると認められる区域について、次のとおり定める。

ア 都市計画法に規定する準工業地域（以下「準工業地域」という。）

イ 都市計画法に規定する工業地域（以下「工業地域」という。）

ウ 都市計画法に規定する市街化調整区域（以下「市街化調整区域」

という。）

(2) 緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合

ア (1)に掲げる区域の緑地面積率及び環境施設面積率（イにおいて

「緑地面積率等」という。）について、次の表のとおり定める。

イ 敷地が２以上の区域にわたる場合の適用

特定工場の敷地が、準工業地域、工業地域、市街化調整区域又は

これらの区域以外の区域のうち、２以上の区域にわたる場合におけ

るアの表の適用については、当該敷地のそれぞれの区域の敷地割合

区 域 緑地面積率 環境施設面積率

準工業地域 １００分の１０以上 １００分の１５以上

工業地域 １００分の５以上 １００分の１０以上

市街化調整区域 １００分の１０以上 １００分の１５以上
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につき、準工業地域、工業地域又は市街化調整区域の敷地割合が最

も高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る同表の緑地面積

率等を当該敷地の全部に適用し、同表に掲げる区域以外の区域の敷

地割合が最も高い場合には同表に掲げる緑地面積率等を当該敷地の

全部に適用しない。

ウ 建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合

準工業地域、工業地域及び市街化調整区域における緑地面積率の

算定において、緑地以外の環境施設以外の施設又は太陽光発電施設

と重複する土地及び建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に

緑地面積率を乗じて得た面積の１００分の５０の割合を超えて緑地

面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(3) 本市に隣接する地方公共団体の長との協議

特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合

におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体

の長と協議して定める。

３ 施行期日

公布の日

４ 根拠法令

工場立地法

第４条の２ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、当該市町村の区

域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施

設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項（以下この

条において「緑地面積率等」という。）に係る前条第１項の規定によ

り公表された準則によることとするよりも、他の準則によることとす

ることが適切であると認められる区域があるときは、その区域におけ

る緑地面積率等について、条例で、次項の基準の範囲内において、同

条第１項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則（第９

条第２項第１号において「市町村準則」という。）を定めることがで

きる。
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（議案第６８号）

廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例

（保 険 課）

１ 提案の要旨

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律等の一部を改正する法律において国民健康保険法の一部が改正され、

条例で引用している同法の規定が移動したことなどに伴い、必要な規定

の整理を行おうとするものである。

２ 施行期日

令和６年１２月２日

３ 根拠法令

国民健康保険法

第１２７条 市町村は、条例で、第９条第１項若しくは第９項の規定に

よる届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第３項若しく

は第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない

者に対し１０万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
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（議案第６９号）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を

改正する条例

（生 活 福 祉 課）

１ 提案の要旨

生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律において生活保護法の

一部が改正され、進学準備給付金が進学・就職準備給付金に改められた

ことに伴い、市長が一定の事務を処理するために必要な限度で利用する

ことができる特定個人情報の名称を改めようとするものである。

２ 施行期日

公布の日

３ 根拠法令

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律

第９条

② 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療そ

の他の社会保障、地方税（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

１条第１項第４号に規定する地方税をいう。以下同じ。）又は防災に

関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して保

有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及

び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当

該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
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（議案第７０号）

廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

（高 齢 介 護 課）

１ 提案の要旨

介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準の一部を改正する省令において介護保険法施行規則の一部が

改正されたことに伴い、当該改正箇所を引用している規定について必要

な整理を行おうとするものである。

２ 施行期日

公布の日

３ 根拠法令

介護保険法

第１１５条の２４

② 前項に規定するもののほか、指定介護予防支援に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の

運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
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（議案第７１号）

廿日市市手数料条例の一部を改正する条例

（建 築 指 導 課）

１ 提案の要旨

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律において建築基準法の一部が改正されたことに

より、条例で引用している同法の規定が移動したことに伴い、必要な規

定の整理を行おうとするものである。

２ 施行期日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律附則第１条第３号に規定する政令で定める日又

はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

３ 根拠法令

地方自治法

第２２７条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定

の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項について

は、条例でこれを定めなければならない。（以下略）
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（議案第７２号）

廿日市市奨学金貸付条例の一部を改正する条例

（教 育 委 員 会）

１ 改正の理由

将来の社会の創り手となる人達が、希望に沿って安心して修学できる

環境を整えることを目的に、本市奨学金の貸付けについて、他制度との

併用を認めるなどの見直しを行おうとするものである。

２ 改正の内容

（1） 他制度との併用

他制度との併用を認めていなかったが、他の団体の奨学金等の貸付

け又は給付を重複して受けられるようにする。

（2） 貸付額の見直し

奨学金の貸付月額について、次のとおり引き上げる。

（3） 返還期間の見直し

奨学金の返還期間を次のとおり改める。

（4） その他必要な規定の整理を行う。

区 分
改 正 案

（ 現 行 ）
増 加 額

高等学校、中等教育

学校後期課程、高等

専門学校及び専修学

校（高等課程）

国公立
15,000 円／月

（10,000 円／月）
5,000 円／月

私立
25,000 円／月

（20,000 円／月）

大 学 及 び 専 修 学 校

（専門課程）

国公立
30,000 円／月

（20,000 円／月）
10,000 円／月

私立
40,000 円／月

（30,000 円／月）

現 行 改 正 案

１０年以内 １５年以内
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３ 施行期日

令和７年４月１日

４ 根拠法令

地方自治法

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条

第２項の事務に関し、条例を制定することができる。
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（議案第７６号）

工事請負契約の締結について

（契 約 課）

１ 提案の要旨

廿日市市上平良地内において施工する市道堂垣内広池山線橋梁上部工
りょう

事の請負契約を締結しようとするものである。

２ 請負契約の内容

(1) 工事内容 橋梁上部工事
りょう

上部工

橋梁の形式 鋼単純合成床版橋
りょう こうたんじゅんごうせいしょうばんきょう

橋長 ２９．０メートル

幅員 １５．９メートル

(2) 請負金額 １９３，３８０，０００円

(3) 請 負 者 廿日市市桜尾二丁目８番３号

占部建設工業株式会社広島支店

取締役支店長 山 本 知

(4) 工 期 議決の日の翌日から

令和７年９月３０日まで

３ 根拠法令

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号

の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１

億５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。
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（議案第７７号）

広島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について

（保 険 課）

１ 提案の要旨

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律等の一部を改正する法律の施行により被保険者証等が廃止されるこ

とに伴い、広島県後期高齢者医療広域連合規約を変更しようとするもの

である。

２ 施行期日

令和６年１２月２日

３ 根拠法令

地方自治法

第２９１条の３

① 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処

理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、

関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するもの

にあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を

受けなければならない。ただし、次条第１項第６号若しくは第９号に

掲げる事項又は前条第１項若しくは第２項の規定により広域連合が新

たに事務を処理することとされた場合（変更された場合を含む。）に

おける当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、

この限りでない。

第２９１条の１１ 第２８４条第３項、第２９１条の３第１項及び第３

項、前条第１項並びに第２９１条の１３において準用する第２８９条

の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければなら

ない。
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（議案第７８号）

公の施設の指定管理者の指定について

（住宅政策課）

１ 提案の要旨

廿日市市市営住宅及び共同施設、廿日市市定住促進住宅及び共同施設、

廿日市市特定公共賃貸住宅並びに廿日市市福祉住宅の指定管理者の指定

期間が、令和７年３月３１日をもって満了することに伴い、次のとおり

当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものである。

(1) 公の施設の名称

廿日市市市営住宅及び共同施設

廿日市市定住促進住宅及び共同施設

廿日市市特定公共賃貸住宅

廿日市市福祉住宅

(2) 指定管理者となる団体の名称

広島市中区大手町五丁目３番１２号

株式会社 第一ビルサービス

代表取締役 坂 根 紳 也

(3) 指定の期間

令和７年４月１日から

令和１２年３月３１日まで

２ 根拠法令

地方自治法

第２４４条の２

⑥ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あ

らかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
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（諮問第２号）

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

（人権・市民生活課）

１ 提案の要旨

(1) 梅本光子委員及び西田弘展委員は、令和６年１２月３１日をもって

任期が満了するので、その後任委員を推薦しようとするものである。

(2) 後任委員

梅 本 光 子（再任）

中 谷 和 義（新任）

（3) 現在の委員は、次のとおりである。

兒 玉 宣 明

前 田 幸 子

梅 本 光 子

西 田 弘 展

河 野 和 夫

下 桶 博 美

中 田 禎 二

石 井 憲 幸

能 島 美 緒

倉 田 耕 三

小早川 雅 子

向井田 さつき

石 角 剛

奥 志保江

北 山 若 音

吉 賀 忠 雄

岡 本 直 美

２ 根拠法令
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人権擁護委員法

第６条

③ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を

有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護につ

いて理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及

び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人

権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、そ

の市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなけ

ればならない。

－ 32 －


